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【 請 求 項 １ 】
遊 技 者 が 所 定 の 遊 技 を 行 う こ と が 可 能 で あ る 遊 技 機 で あ っ て 、
遊 技 の 進 行 を 制 御 す る 遊 技 制 御 手 段 と 、 前 記 遊 技 制 御 手 段 か ら の コ マ ン ド に 応 じ て 遊 技 機
に 設 け ら れ る 電 気 部 品 を 制 御 す る た め の 処 理 を 行 う 電 気 部 品 制 御 手 段 と 、 遊 技 用 い ら れ
る 遊 技 媒 体 を 払 い 出 す 払 出 手 段 と を 備 え 、
前 記 電 気 部 品 制 御 手 段 と し て 、 少 な く と も 、 遊 技 機 に 設 け ら れ て い る 発 光 体 部 品 を 制 御 す
る 発 光 体 制 御 手 段 と 、 前 記 払 出 手 段 を 制 御 し て 遊 技 媒 体 の 払 出 を 行 わ せ る 払 出 制 御 手 段 と
が あ り 、

記 遊 技 制 御 手 段 か ら 前 記 発 光 体 制 御 手 段 に 送 出 さ れ る 前 記 遊 技 制
御 手 段 か ら 前 記 払 出 制 御 手 段 に 送 出 さ れ る は

こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
遊 技 制 御 手 段 は 、 発 光 体 制 御 手 段 に コ マ ン ド を 送 出 す る 場 合 と 払 出 制 御 手 段 に コ マ ン ド を
送 出 す る 場 合 と で 、 少 な く と も コ マ ン ド 作 成 モ ジ ュ ー ル を 共 用 す る
請 求 項 １ 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ３ 】
遊 技 制 御 手 段 は 、 少 な く と も 、 発 光 体 制 御 手 段 に コ マ ン ド を 送 出 す る 際 、 お よ び 払 出 制 御
手 段 に コ マ ン ド を 送 出 す る 際 に 、 コ マ ン ド 送 出 先 と な る 制 御 手 段 が 受 信 可 能 に を

に

前 記 遊 技 制 御 手 段 が 搭 載 さ れ る 遊 技 制 御 基 板 に は 、 前 記 発 光 体 制 御 手 段 に 送 出 さ れ る コ マ
ン ド の 出 力 回 路 で あ る 発 光 体 用 出 力 回 路 と 前 記 払 出 制 御 手 段 に 送 出 さ れ る コ マ ン ド の 出 力
回 路 で あ る 払 出 用 出 力 回 路 と が そ れ ぞ れ 設 け ら れ 、
前 記 遊 技 制 御 手 段 は 、 前 記 電 気 部 品 制 御 手 段 に コ マ ン ド を 送 出 す る 制 御 を 行 う コ マ ン ド 出
力 制 御 手 段 を 有 し 、
前 コ マ ン ド の デ ー タ 量 と

コ マ ン ド の デ ー タ 量 と 同 一 で あ り 、
前 記 コ マ ン ド 出 力 制 御 手 段 は 、 前 記 発 光 体 用 出 力 回 路 か ら 前 記 発 光 体 制 御 手 段 に コ マ ン ド
を 送 出 す る 場 合 と 、 前 記 払 出 用 出 力 回 路 か ら 前 記 払 出 制 御 手 段 に コ マ ン ド を 送 出 す る 場 合
と で 、 少 な く と も コ マ ン ド 出 力 モ ジ ュ ー ル を 共 用 す る

コ マ ン ド



一 回 だ け 出 力 す る
請 求 項 １ 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ４ 】

は 、 情 報 出 力 の み が 可 能 な 不 可 逆 性 情 報 出 力 手
段 る
請 求 項 １ な い し 請 求 項 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ５ 】
発 光 体 制 御 手 段 に 対 す る コ マ ン ド お よ び 払 出 制 御 手 段 に 対 す る コ マ ン ド が 入 力 さ れ る 入 力
回 路 は 、 情 報 の 入 力 の み が 可 能 な 不 可 逆 性 情 報 入 力 手 段 で あ る
請 求 項 １ な い し 請 求 項 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ６ 】
遊 技 制 御 手 段 は 、 遊 技 中 の 所 定 条 件 の 成 立 に 応 じ て 払 い 出 さ れ る 景 品 遊 技 媒 体 の 数 量 を 通
知 す る た め の コ マ ン ド を 、 以 前 の 所 定 条 件 の 成 立 に 応 じ た 遊 技 媒 体 の 払 出 が 終 了 し て い な
く て も 払 出 制 御 手 段 に 対 し て 送 出 可 能 で あ る
請 求 項 １ な い し 請 求 項 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ７ 】
払 出 制 御 手 段 は 、 電 力 供 給 が 停 止 し て も 、 未 払 出 の 景 品 遊 技 媒 体 残 数 を 所 定 期 間 記 憶 保 持
可 能 で あ る
請 求 項 １ な い し 請 求 項 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ８ 】
払 出 制 御 手 段 は 、 遊 技 媒 体 貸 出 要 求 に 応 じ て 払 出 手 段 を 制 御 し て 遊 技 媒 体 の 払 出 を 行 わ せ
る こ と が 可 能 で あ り 、 電 力 供 給 が 停 止 し て も 、 未 払 出 の 貸 出 遊 技 媒 体 残 数 を 所 定 期 間 記 憶
保 持 可 能 で あ る
請 求 項 １ な い し 請 求 項 記 載 の 遊 技 機 。
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ま た は 請 求 項 ２
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